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1 はじめに 

 

ミャンマーにおいて、著作権法（Copy 

Rights Law）および工業意匠法（ Industrial 

Designs Rights Law）が、2023年 10月 31 日付

けで施行されました。以下では著作権法を中

心にミャンマーにおける現在の知的財産法の

状況を概説させていただきます。 

 

2 著作権法および工業意匠法の施行 

 

ミャンマーでは、著作権法および工業意匠

法は 2019年 1月 30日に制定されていましたが、施行が未定となっていました。 

そのような状況が続いていた中、ミャンマーでは 2023 年 10 月 31 日、著作権法および工

業意匠法が施行されました。 

著作権法および工業意匠法は商標法（2023年 4月 1日施行）および特許法（未施行）とと

もに、日本政府が整備を支援した法律となっており、日系企業にとって利用しやすい制度と

なることが期待されています。 

 

3 著作権の保護について 

 

従前では、著作物がミャンマー国内で出版された場合またはミャンマー国民によって創作

された場合にのみ保護される制度となっていたため、外国著作物の保護に乏しいという問題

点がありました。 

著作権法では、ミャンマー国内で初めて出版された著作物のみならず国外で出版された場

合であっても国外での最初の出版から 30 日以内にミャンマーで出版された作品については、

著作者の国籍・居住地に関係なく、著作権法が適用されることになります。 

そのため、日本を含む国外の権利者がミャンマーで著作権等を行使することが可能な制度

となります。 

なお、著作者または著作権者の権利を保護する期間は、著作者の生存期間および死後 50 

年と規定されています（著作者人格権の保護期間は著作者の生存期間に加えて死後無期限）。 

著作権等の侵害に対しては懲役刑および罰金刑などの罰則が規定されています。 

 

もっとも、著作権分野で最も基本となる条約である「ベルヌ条約」にミャンマーは加盟し

ていません。ベルヌ条約に加盟している国々の著作物に対して、加盟国は原則として自国の

著作物と同様の保護を与えなければならない（内国民待遇の原則）と規定されています。 

そのため、ミャンマーにおける著作物の保護は、日本人が日本における著作権保護と同様

の保護が受けられるわけではないため、注意が必要となります。 

 

4 工業意匠権の保護 
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工業意匠法の施行によって工業意匠権が保護されます。工業意匠法における工業意匠とは、

工業製品若しくは手工芸品の全部若しくは部分の線、輪郭、色彩、形状、表面パターン、質

感、若しくは外形の特徴若しくは装飾、又はその特徴、装飾から生じる工業製品若しくは工

芸品の全部若しくは部分の外観をいいます。 

 

工業意匠法が保護されるためには、知的財産庁（Myanmar Intellectual Property Department）

に対する出願・登録審査が必要となります。なお、工業意匠の登録期間は出願日から 5年間

であり、期間満了後は 5年毎に最大 2期まで更新できます。 

 

5 今後の知的財産法の動向 

 

 商標法、著作権法および工業意匠法については、2023 年に施行されたことから、今後

ミャンマーにおいて細則・実務上の取り扱いなど知的財産権に関する法制度の整備が進むと

予想されるため、今後の動向に注意が必要となります。 

 

以 上 

 

〈注記〉本資料に関し、以下の点ご了承ください。 

・ 本資料は 2023年 11月 10日時点の情報に基づき作成しています。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化、実務上の運用の変更に伴い、本資料は変更となる可能性が

ございます。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても弊所は責任を負いません。 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers Group」は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包

括的なリーガルアドバイスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワー

クです。One Asia Lawyers Groupは、日本・ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーフ

ァームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら各地域に根差したプラクテ

ィカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal 

までお願いします。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グル

ープ・メンバーファームの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は

執筆者の個人的見解であり当グループ・メンバーファームの見解ではございません。一般的

情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個

別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 
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